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公
　
　
　
告

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
…（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）…	

一

雑
　
　
　
報

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
（
九
件
）
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）…	
三

公
　
　
　
告

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め

ら
れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

名
称

第
二
千
六
百
十
七
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
五
千
万
円
　
二
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
二

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
二
百
三

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
九
万
七
千

六
百
三
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
四
百
三
十
七

万
五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
十
八
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
二
千
万
円
　
六
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日

ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
七
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
七
十
六
万
一

千
二
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
八
百
二
十
万
一
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
十
九
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
二
千
万
円
　
六
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十

九
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
七
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
八
十
三
万
三

千
八
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
八
百
二
十
万
一
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円
　
二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五

月
六
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
三
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
三
百
六
十
七
万

三
千
九
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
九
百
五
十
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
一
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円
　
八
十
万
枚

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
五

月
十
三
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
七
十
六
万

九
千
六
百
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
六
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
二
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円
　
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
五
月
十
四
日
か
ら
同
年
六
月

十
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
五
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
九
百
七
十
五
万

六
千
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
百
二
十
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
三
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

二
億
円
　
二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
六

月
十
七
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
九
百
九
十
万

円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
三
百
六
十
二
万

九
千
九
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
九
百
五
十
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
四
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

四
億
円
　
二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
六
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
四

日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
八
千
三
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
五
百
九
十
二

万
一
千
三
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
六
百
四
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
五
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
五
千
万
円
　
百
五
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月

八
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
百
四
十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
二
十
七
万
二
千

七
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
四
百
六
十
二
万

五
千
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
六
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

四
億
円
　
二
百
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七

月
十
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
七
千
七
百
九

十
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
五
百
九
十
四

万
三
千
三
百
九
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
六
百
四
万
円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。
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一

名
称

第
二
千
六
百
二
十
七
回
東
京
都
宝
く
じ

二

発
売
総
額
及
び
枚
数

一
億
六
千
万
円
　
八
十
万
枚

三

証
票
金
額

一
枚
二
百
円

四

発
売
期
間

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七

月
十
五
日
ま
で

五

当
せ
ん
金
の
総
額

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
万
円

六

委
託
対
象
事
務
の
範

囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務

の
う
ち
発
売
企
画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当

せ
ん
金
支
払
手
数
料

発
売
総
額
に
対
し
て
千
六
百
十
四
万
二

千
七
百
二
十
円

八

そ
の
他
発
売
経
費

発
売
総
額
に
対
し
て
千
八
十
七
万
六
千

円

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証

票
法
そ
の
他
関
係
通
達
に
よ
る
。

雑
　
　
　
報

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池 

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
四
十
九
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
億
円 

三
百
五
十
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
三
億
三
千
二
百
五
十
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
七
十
六
万
三
千
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
二
百
二
十
一
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 
発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
億
円 

五
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
億
七
千
五
百
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
七
十
二
万
七
千
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
三
十
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
一
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
十
億
円 

三
千
万
枚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
二
十
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
三
単

位
（
三
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
九
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で 
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五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
七
億
六
千
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
六
千
百
七
十
四
万
四
千
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
六
百
四
十
八
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
五
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
億
円 

千
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
億
七
千
三
百
七
十
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
五
百
七
十
四
万
三
千
四
百
七

十
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
二
十
二
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
八
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
億
円 

五
百
五
十
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
億
二
千
二
百
五
十
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
百
十
九
万
九
千
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
六
百
三
十
三
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
九
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
億
円 

五
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発
売
額
二
十
億
円
に
対
し
て
九
億
五
千
九
百
九
十
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 
売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
額
二
十
億
円
に
対
し
て
一
億
三
千
二
十
五
万
四
千

百
九
十
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
額
二
十
億
円
に
対
し
て
一
億
五
千
九
百
六
十
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
二
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
億
五
千
万
円 

二
百
五
十
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
三
億
四
千
五
百
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
二
百
十
七
万
七
千
五
百
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
百
五
十
七
万
五
千
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
五
十
三
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
億
円 

七
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
三
億
三
千
六
百
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
六
百
二
十
七
万
六
千
二
百
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
四
百
二
十
七
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
千
五
十
四
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
六
億
円 

八
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
七
日
ま
で 
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六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
七
千
七
十
六
万
三
千
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
二
百
二
十
一
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

   

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
四
千
万
円 

六 
委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
四
百
四
十
六
万
六
千
五
百
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
三
百
五
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
六
十
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
億
円 

五
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
七
日
か
ら
同
年
七
月
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発
売
総
額
に
対
し
て
四
億
七
千
五
百
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
百
五
十
二
万
七
千
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
六
千
三
十
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
六
十
一
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
億
円 

二
百
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
五
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
八
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
億
六
千
万
円 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
四
百
十
六
万
六
千
二
百
円 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
二
百
二
十
万
円 

九 

受
託
申
請
期
限 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
千
六
十
二
回
全
国
自
治
宝
く
じ 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
億
円 

三
百
五
十
万
枚 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
十
八
日
か
ら
同
年
七
月
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
三
億
三
千
二
百
五
十
万
円 
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別

表
(ナ

ン
バ

ー
ズ

３
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

6
7
0
3
回

～
第

6
8
9
8
回

令
和

年
月

日
か

ら
各

回
の

発
売

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
の

各
回

ご
と

に
令

和
年

月
日

ま
で

期
間

の
最

終

第
回

数
字

選
択

式
全

国
8
9
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
か

ら
  日

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
4
4
5
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

6
8
9
9
回

～
第

6
9
5
9
回

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
の

各
回

ご
と

に
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
9
1
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
4
5
5
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

6
9
6
0
回

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
1
1
0
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
5
5
0
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
（
た

だ
し

、
発

売
状

況
に

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
よ

り
増

減
す

る
場

合
が

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
あ

る
。

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小 

池

百 

合 

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
二
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
六
千
七
百
三
回
か
ら
第
六
千
八
百
九
十
八
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
五
万
円
。

第
六
千
八
百
九
十
九
回
か
ら
第
六
千
九
百
五
十
九
回
ま

で
の
各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
九
十
五
万

円
。
第
六
千
九
百
六
十
回
は
、
四
千
九
百
十
五
万
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
六
千
七
百
三
回
か
ら
第
六
千
八
百
九
十
八
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
六
百
二
十
一
万
二
千

円
。
第
六
千
八
百
九
十
九
回
か
ら
第
六
千
九
百
五
十
九

回
ま
で
の
各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
六
百
三
十

五
万
二
千
円
。
第
六
千
九
百
六
十
回
は
、
七
百
五
十
万

一
千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場

合
が
あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
六
千
七
百
三
回
か
ら
第
六
千
八
百
九
十
八
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
八
百
四
十
八
万
二
千

円
。
第
六
千
八
百
九
十
九
回
か
ら
第
六
千
九
百
五
十
九

回
ま
で
の
各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
八
百
六
十

七
万
三
千
円
。
第
六
千
九
百
六
十
回
は
、
千
三
十
八
万

円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が

あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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別
表

(ナ
ン

バ
ー

ズ
３

）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択
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第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

３
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間
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別

表
(ナ

ン
バ

ー
ズ

４
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

6
7
0
3
回

～
第

6
8
9
8
回

令
和

年
月

日
か

ら
各

回
の

発
売

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
の

各
回

ご
と

に
令

和
年

月
日

ま
で

期
間

の
最

終

第
回

数
字

選
択

式
全

国
2
1
7
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
か

ら
  日

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
1
,0

8
5
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

6
8
9
9
回

～
第

6
9
5
9
回

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
の

各
回

ご
と

に
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
2
1
5
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
1
,0

7
5
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

6
9
6
0
回

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
2
1
1
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
1
,0

5
5
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
（
た

だ
し

、
発

売
状

況
に

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
よ

り
増

減
す

る
場

合
が

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
あ

る
。

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

名
 

 称
発

売
期

間

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小

池

百

合

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
二
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
六
千
七
百
三
回
か
ら
第
六
千
八
百
九
十
八
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
七
百
六
十
五
万

円
。
第
六
千
八
百
九
十
九
回
か
ら
第
六
千
九
百
五
十
九

回
ま
で
の
各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
六
百

七
十
五
万
円
。
第
六
千
九
百
六
十
回
は
、
九
千
四
百
九

十
五
万
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る

場
合
が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
六
千
七
百
三
回
か
ら
第
六
千
八
百
九
十
八
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
十
六
万
八
千

円
。
第
六
千
八
百
九
十
九
回
か
ら
第
六
千
九
百
五
十
九

回
ま
で
の
各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
千
五
百
二

万
九
千
円
。
第
六
千
九
百
六
十
回
は
、
千
四
百
七
十
七

万
八
千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る

場
合
が
あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
六
千
七
百
三
回
か
ら
第
六
千
八
百
九
十
八
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
六
十
三
万
七
千

円
。
第
六
千
八
百
九
十
九
回
か
ら
第
六
千
九
百
五
十
九

回
ま
で
の
各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
四
十

四
万
八
千
円
。
第
六
千
九
百
六
十
回
は
、
千
九
百
九
十

一
万
五
千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す

る
場
合
が
あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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別
表

(ナ
ン

バ
ー

ズ
４

）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ナ

ン
バ

ー
ズ

４
令

和
年

月
日

ま
で

名
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発
売

期
間

別
表

(ナ
ン

バ
ー

ズ
４

）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ
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宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
（
た

だ
し

、
発

売
状

況
に

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
よ

り
増

減
す

る
場

合
が

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
あ

る
。

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ
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ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択
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全

国
令
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年

月
日
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ら

令
和

年
月

日
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治

宝
く

じ
ミ
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ロ

ト
令
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年

月
日
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で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ
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ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ
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ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ
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ト
令
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年

月
日

ま
で
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回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

名
  

 称
発

売
期

間

  

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小

池

百

合

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
二
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
千
三
百
三
十
三
回
か
ら
第
千
三
百
八
十
三
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
四
千
四
百
八
十

万
円
。
第
千
三
百
八
十
四
回
は
、
二
億
五
千
八
百
二
十

万
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合

が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
千
三
百
三
十
三
回
か
ら
第
千
三
百
八
十
三
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
五
百
八
万
八
千

円
。
第
千
三
百
八
十
四
回
は
、
三
千
六
百
五
十
一
万
二

千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合

が
あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
千
三
百
三
十
三
回
か
ら
第
千
三
百
八
十
三
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
三
百
七
十
四
万

八
千
円
。
第
千
三
百
八
十
四
回
は
、
五
千
五
百
八
十
五

万
二
千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る

場
合
が
あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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別
表

(ミ
ニ

ロ
ト
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間

別
表

(ミ
ニ

ロ
ト
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ミ

ニ
ロ

ト
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間
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別

表
(ロ

ト
６

）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

1
9
9
6
回

～
第

2
0
9
8
回

令
和

年
月

日
か

ら
各

回
の

発
売

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

の
各

回
ご

と
に

令
和

年
月

日
ま

で
期

間
の

最
終

第
回

数
字

選
択

式
全

国
1
,5

1
0
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
か

ら
  日

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

7
,5

5
0
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
第

2
0
9
9
回

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

1
,5

5
8
,0

0
0
,0

0
0
円

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
7
,7

9
0
,0

0
0
口

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

（
た

だ
し

、
発

売
状

況
に

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
よ

り
増

減
す

る
場

合
が

令
和

年
月

日
か

ら
令

和
年

月
日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

あ
る

。
）

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
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和
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月

日
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字
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宝
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月

日
ま
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     称

発
売

期
間

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小

池

百

合

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
二
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
千
九
百
九
十
六
回
か
ら
第
二
千
九
十
八
回
ま
で
の
各

回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
六
億
七
千
九
百
四
十
九

万
円
。
第
二
千
九
十
九
回
は
、
七
億
百
五
十
三
万
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
千
九
百
九
十
六
回
か
ら
第
二
千
九
十
八
回
ま
で
の
各

回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
百
四
十
六
万
二
千

円
。
第
二
千
九
十
九
回
は
、
一
億
二
百
四
十
一
万
四
千

円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が

あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
千
九
百
九
十
六
回
か
ら
第
二
千
九
十
八
回
ま
で
の
各

回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
五
千
百
五
十
万
五

千
円
。
第
二
千
九
十
九
回
は
、
一
億
五
千
八
百
九
十
八

万
五
千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る

場
合
が
あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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別
表

(ロ
ト
６

）
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売
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額
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数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の
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払
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始

期
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字

選
択

式
全

国
令
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日
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日
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日
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和
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日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
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年
月

日
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で

第
回

数
字

選
択
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国
令
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年

月
日
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ら
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和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択
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国
令
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年

月
日
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ら
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和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和
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月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択
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国
令
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年

月
日
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ら
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和

年
月

日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和
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月

日
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で

第
回

数
字

選
択
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国
令
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月
日
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和
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日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
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月

日
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で

第
回

数
字

選
択
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令
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日

か
ら

令
和
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日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
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で

第
回

数
字

選
択

式
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国
令
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年

月
日
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ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
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で

第
回

数
字

選
択
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国
令
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月
日
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和
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日
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治

宝
く
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ト
６

令
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月

日
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で
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回

数
字

選
択
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月
日
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和
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日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
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で

第
回

数
字

選
択

式
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国
令
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年

月
日
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ら
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和
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月

日
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治

宝
く

じ
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ト
６

令
和
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月

日
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で

第
回

数
字

選
択
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令
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年
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日
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ら
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和
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日

自
治

宝
く

じ
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ト
６

令
和
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月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
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令
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年

月
日
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和
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月

日
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治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和

年
月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全

国
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

自
治

宝
く

じ
ロ

ト
６

令
和
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月

日
ま

で

第
回

数
字

選
択

式
全
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月
日

か
ら

令
和
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月

日
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く
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ト
６

令
和
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月

日
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で

第
回

数
字

選
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全

国
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和
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日
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ら
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和

年
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日
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く
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和
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で

第
回

数
字
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で
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回

数
字
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ト
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日
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で
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回

数
字
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く
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６
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日
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回

数
字

選
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月
日
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ら
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和
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回
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字
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ト
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日
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で

第
回

数
字
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年

月
日
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ら
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和
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日
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治
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く

じ
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ト
６

令
和
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月

日
ま

で

第
回

数
字
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和
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字
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７
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令
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当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小

池

百

合

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
三
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
六
百
二
十
五
回
か
ら
第
六
百
七
十
四
回
ま
で
の
各
回

ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
十
二
億
三
千
六
百
六
十
万

円
。
第
六
百
七
十
五
回
は
、
十
二
億
三
千
六
百
万
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
六
百
二
十
五
回
か
ら
第
六
百
七
十
四
回
ま
で
の
各
回

ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
五
千
百
六
十
八
万
九

千
円
。
第
六
百
七
十
五
回
は
、
一
億
五
千
五
十
五
万
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
六
百
二
十
五
回
か
ら
第
六
百
七
十
四
回
ま
で
の
各
回

ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
三
億
七
百
万
四
千
円
。
第

六
百
七
十
五
回
は
、
三
億
八
百
八
十
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小 

池

百 

合 

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
二
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
四
百
十
八
回
か
ら
第
四
百
六
十
七
回
ま
で
の
各
回
ご

と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
七
百
四
十
五
万
円
。

第
四
百
六
十
八
回
は
、
一
億
二
千
九
百
五
十
万
円
。
た

だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

売
り
さ
ば
き
及
び
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
四
百
十
八
回
か
ら
第
四
百
六
十
七
回
ま
で
の
各
回
ご

と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
千
七
百
三
十
五
万
八
千
円
。

第
四
百
六
十
八
回
は
、
千
九
百
十
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
四
百
十
八
回
か
ら
第
四
百
六
十
七
回
ま
で
の
各
回
ご

と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
二
千
六
百
四
十
一
万
六
千
円
。

第
四
百
六
十
八
回
は
、
二
千
七
百
二
十
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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(イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
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ト
専
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回
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1
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回

令
和

年
月

日
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日
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国
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型
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月
日
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間
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回

イ
ン

タ
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ッ

ト
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0
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0
0
円

令
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年
月

日
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令
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年
月

日
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国
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字
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0
0
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令
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年
月
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回
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9
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回
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月

日
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令
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令
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当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会

会
長

東
京
都
知
事

小 

池

百 

合 

子

一

名
称

別
表
の
と
お
り

二

発
売
総
額
及
び
口
数

別
表
の
と
お
り

三

証
票
金
額

単
価
一
口
百
円

四

発
売
期
間

別
表
の
と
お
り

五

当
せ
ん
金
の
総
額

第
千
二
百
九
十
三
回
か
ら
第
千
三
百
九
十
三
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
百
三
十
五
万
七
千
円
。

第
千
三
百
九
十
四
回
か
ら
第
千
五
百
四
十
九
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
九
十
万
四
千
円
。
第

千
五
百
五
十
回
は
、
九
十
一
万
九
千
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

六

委
託
対
象
事
務
の
範
囲

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務

七

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料

第
千
二
百
九
十
三
回
か
ら
第
千
三
百
九
十
三
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
円
。
第
千
三
百

九
十
四
回
か
ら
第
千
五
百
四
十
九
回
ま
で
の
各
回
ご
と

に
発
売
総
額
に
対
し
て
三
千
円
。
第
千
五
百
五
十
回
は
、

二
万
七
千
円
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す

る
場
合
が
あ
る
。

八

そ
の
他
発
売
経
費

第
千
二
百
九
十
三
回
か
ら
第
千
三
百
九
十
三
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
四
十
八
万
八
千
円
。

第
千
三
百
九
十
四
回
か
ら
第
千
五
百
四
十
九
回
ま
で
の

各
回
ご
と
に
発
売
総
額
に
対
し
て
三
十
二
万
九
千
円
。

第
千
五
百
五
十
回
は
、
三
十
八
万
八
千
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。

九

受
託
申
請
期
限

令
和
七
年
一
月
十
六
日

十

そ
の
他

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。
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和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間
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別

表
(イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
専

用
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間

別
表

(イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
）

発
売

総
額

及
び

口
数

抽
せ

ん
期

日
当

せ
ん

金
の

支
払

開
始

期
日

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

第
回

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
専

用
令

和
年

月
日

か
ら

令
和

年
月

日

全
国

自
治

宝
く

じ
（
数

字
選

択
型

）
令

和
年

月
日

ま
で

名
     称

発
売

期
間



33 令和6年12月26日（木曜日） （増刊　88）東　京　都　公　報

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
七
万
四
千
九
百
六
十
八
円
。
た

だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
十
四
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
四
十
七
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

二
百
万
枚 

（
三
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
単
位

（
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
二
十
万
一
千
六
百
九
十
二
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
十
四
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
四
十
八
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

三
百
万
枚 

（
一
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
六
単
位

（
六
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
に
つ
い
て 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
つ
い
て
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
か
ら
、
受
託
を
希
望
す
る
銀
行
等
は
定
め
ら

れ
た
日
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
都
道
府
県
知
事
及
び
二
十
指
定
都
市
長
の
名
に
お
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

会
長 

東
京
都
知
事 

小 

池 

百 

合 

子 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
四
十
五
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
億
五
千
万
円 

百
五
十
万
枚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
二
億
五
千
万
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て

三
単
位
（
三
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ

り
、
原
則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と

し
て
ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
五
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
三
億
三
千
七
百
五
十
万
円
。
た
だ

し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
十
万
二
千
八
百
五
十
三
円
。
た

だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
一
千
三
百
四
十
七
万
五
千
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
四
十
六
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

二
百
万
枚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
三
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
単
位

（
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売
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ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
二
十
万
一
千
六
百
九
十
二
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
十
四
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
一
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

二
百
万
枚 

（
三
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
単
位

（
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
二
十
万
一
千
六
百
八
十
八
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
十
四
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
二
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
億
円 

二
百
万
枚 

（
一
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
四
単
位

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 
委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
六
十
一
万
六
千
二
百
七
十
四
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
八
千
八
百
九
十
二
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
四
十
九
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
億
円 

三
百
万
枚 

（
五
千
万
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
六
単

位
（
六
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、

原
則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て

ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
三
千
五
百
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
百
十
一
万
二
千
三
百
三
十
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
三
百
五
十
三
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く
じ

（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

二
百
万
枚 

（
三
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
単
位

（
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ
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二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
億
円 

三
百
万
枚 

（
五
千
万
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
六
単

位
（
六
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、

原
則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て

ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
三
千
五
百
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
百
十
一
万
二
千
三
百
三
十
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
三
百
五
十
三
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
五
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

二
百
万
枚 

（
三
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
単
位

（
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 
当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
十
三
万
一
千
二
百
八
十
八
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
十
四
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 

（
四
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
八
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
六
万
六
千
七
百
五
十
三
円
。
た

だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
九
百
二
十
八
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
三
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
億
円 

二
百
万
枚 

（
一
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
四
単
位

（
四
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
八
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
七
万
七
千
五
百
十
六
円
。
た
だ

し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
九
百
二
十
八
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
四
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 
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十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
八
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
億
円 

二
百
万
枚 

（
一
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
四
単
位

（
四
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
八
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
五
万
六
千
九
百
八
十
五
円
。
た

だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
九
百
二
十
八
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
九
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
億
円 

三
百
万
枚 

（
五
千
万
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
六
単

位
（
六
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、

原
則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て

ユ
ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
三
千
五
百
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
百
十
一
万
二
千
三
百
三
十
円
。

た
だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
四
千
三
百
五
十
三
万
円
。
た
だ
し
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
六
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 
発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
億
円 

二
百
万
枚 

（
三
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
二
単
位

（
二
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
三
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
二
億
七
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
八
万
五
千
五
百
三
十
二
円
。
た

だ
し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発
売
総
額
に
対
し
て
九
千
八
十
四
万
円
。
た
だ
し
、
発

売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
百
五
十
七
回
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
専
用
全
国
自
治
宝
く

じ
（
ク
イ
ッ
ク
ワ
ン
） 

二 

発
売
総
額
及
び
枚
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
億
円 

二
百
万
枚 

（
一
億
円
を
一
単
位
（
一
ユ
ニ
ッ
ト
）
と
し
て
四
単
位

（
四
ユ
ニ
ッ
ト
）
。
た
だ
し
、
発
売
状
況
に
よ
り
、
原

則
発
売
総
額
の
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
上
限
と
し
て
ユ

ニ
ッ
ト
単
位
で
増
額
す
る
場
合
が
あ
る
。
） 

三 

証
票
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
枚
二
百
円 

四 

発
売
期
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で 

五 

当
せ
ん
金
の
総
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
一
億
八
千
万
円
。
た
だ
し
、
発
売

状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

六 

委
託
対
象
事
務
の
範
囲 

 
 

 
 

 
 

 

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
に
係
る
事
務
の
う
ち
発
売
企

画
を
除
く
全
て
の
事
務 

七 

当
せ
ん
金
支
払
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
百
七
万
七
千
五
百
十
六
円
。
た
だ

し
、
発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

八 

そ
の
他
発
売
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

発
売
総
額
に
対
し
て
五
千
九
百
二
十
八
万
円
。
た
だ
し
、

発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 

受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 
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発
売
状
況
等
に
よ
り
増
減
す
る
場
合
が
あ
る
。 

九 
受
託
申
請
期
限 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
七
年
一
月
十
六
日 

十 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

受
託
事
務
の
履
行
は
、
当
せ
ん
金
付
証
票
法
そ
の
他
関

係
通
達
に
よ
る
。 
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